
  勝 山 市 長  殿

住  所

氏  名

※住所が勝山市以外の方は必ず記入してください。

勝山市内の通勤･通学先：（ ）

　  えちぜん鉄道電車利用促進助成金交付要綱に基づき、次のとおり電車利用助成金の交付を受けたく

駅　　　から 駅

□回数券（　　　）冊　　 □通勤定期　１ ・ ３　・ ６か月　　 □通学定期　１ ・ ３ ・ ６か月 (端数　　　　　日)

 【助成額】（１０円未満の端数は１０円単位に切り上げ）

 回　数　券（１０％） ＠ 　　　　　　　　　　×　　　　　冊＝　　　　　　　　　　　　 円

 １か月通学・通勤定期券１･３･６か月(５％)  定期運賃   円×0.05 ≒ 円

 ３・６か月通学定期券（１０％）  定期運賃   円×0.10 ≒ 円

えちぜん鉄道電車利用促進助成金申請書

申請年月日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 　 申請（請求）します。なお、この制度の適用を受けた乗車券の払戻請求権は放棄します。（払戻はできません）

乗 車 区 間

以　下　は　発　売　所　で　記　入

発　売　所
担当
印駅名･担当印を必ず押印→


